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　　年　　月　　日

ごみ散乱防止ネット貸与申込書


印西市長　　　　　　　様

町内会等名(地区名)
　　　　住所
申請者　氏名　　　　　　　　　
　　　　電話

　印西市ごみ散乱防止ネット貸与要綱第４条の規定により、ごみ散乱防止ネットの貸与を受けたいので、下記のとおり申込みいたします。
記
１　ごみ集積所利用世帯数　　　　　　　　　　世帯

２　設置場所
	設置場所
	

	枚数
	枚
（集積所１か所につき１枚）

	備考
	




受　領　書　　　　　　　年　　月　　日
印西市長　　　　　様

　ごみ散乱防止ネット[　　枚]を受領いたしました。
申請者名　　　　　　　　

　　
※損傷時の次回交換可能時期は、　　年　　月　　日以降となります。
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